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- 認定 NPO 法人かものはしプロジェクトの「メンバーおよびパートナーが順守すべき行動規範」 

- 広報カード 

- 掲示物 

 

ここで挙げる例はあくまでも参考例であるため、実際に現場で活用する際には、 

各事業者の事業特性、状況等に合わせて、作成して活用されることを想定しています。 
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1. 行動規範・誓約書の文面例 

① 公益社団法人全国学習塾協会の「学習塾に通う子どもの安全確保ガイドライン」における誓約

書例 

 
出典：公益社団法人全国学習塾協会 「学習塾に通う子どもの安全確保ガイドライン 第２版」 

（https://jja.or.jp/wp-content/themes/bones_ver0.3/pdf/gfetsocacs_2nd_compressed.pdf）  
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② 認定特定非営利活動法人カタリバの「セーフガーディング指針のための行動規範」 

 
出典：認定特定非営利活動法人カタリバ 提供資料 
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③ 一般社団法人 S.C.P.Japan の「セーフガーディング行動規範」と「誓約書」 
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出典：S.C.P. Japan 提供資料 
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④ 認定 NPO 法人かものはしプロジェクトの「メンバーおよびパートナーが順守すべき行動規範」 
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出典：認定 NPO 法人かものはしプロジェクト 提供資料  
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2. 相談体制・窓口に関する資料 

① 相談体制・窓口の導入ステップと検討事項の例 

 

事業者内に相談体制・窓口を設置する場合、例えば、下図のような導入ステップをとることが考えられる。 

 

各ステップにおいては、次のような留意点が考えられる。 

Step1 窓口の設計 

● 相談手段は複数あると有効と考えられる（多くの情報を得られる電話、気軽に相談できる SNS 等）。 

Step2 相談体制の構築 

● 相談者が希望する性別の相談員に相談できるようにする等、相談者（児童等）が選択できるとなおよい。 

Step3 運用ルールの設定 

● 原則として、匿名での相談を可とする方が、早期発見につながると考えられる。一方で、匿名の場合には実現でき

ない対応も出てくるため、それを明示することが有効（可能な対応範囲や実現が難しい事項等）。 

● 加害の疑いを発見した従事者から、相談しやすい仕組みがあることが有効と考えられる。内部通報制度を構築し、
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全従事者に周知することも考えられる。 

Step4 緊急時の対応方法の決定 

● 緊急時のケース（例：不同意性交を最近受けた場合）を特定することや、その際の対応方法（例：警察への

通報、性暴力に対する治療に理解のある医療機関をワンストップ支援センターに相談）を予め検討することが有

効と考えられる。 

● 相談員が責任者ではない場合、責任者等の緊急連絡先を定めておくことも有効と考えられる。 

Step5 研修 

● 研修を受講するなどして、二次被害や記憶の汚染等を決して起こさないよう注意することが重要と考えられる。 

Step6 相談体制・窓口の周知 

● 周知に当たっては、相談内容の取り扱い、回答に要する平均期間、外部の相談窓口情報、匿名の場合の留意

点等の内容を記載するなど、児童が安心して相談できるような情報提供を行うことが有効と考えられる。 

 

出典：本調査研究による検討内容 
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② NPO 法人フローレンスの「声の宅急便」（社内向けオンライン相談窓口、匿名可） 
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出典：NPO 法人フローレンス提供資料 

  


